
令和３年度予算編成に向けた「区提案反映制度」項目・対応状況一覧

提案区
番
号

項　目 提 案 内 容 の 概 要 所管局
対応

※一部対応
含む

都筑 1 早渕中学校の地域防災拠点新規指定 　防災備蓄庫の設置及び備蓄品の整備 総務局 ―

都筑 2 河川流域に設置された防災用スピーカーの増設及
び機能強化等

１　防災用スピーカー（３基）増設委託費
２　水位計（２基）及び水位と連動した回転灯（既設12基＋増設３
基）の設置委託費

総務局 ―

都筑 3 中小企業の展示会出展支援による販路開拓の活性
化

　各社の単独展示に加え、複数社連携した展示や実機展示（デモ
ンストレーション）ができるよう、テクニカルショウヨコハマの「横浜も
のづくりゾーン」及び区ブース出展スペースの維持・拡充ものづくり
の魅力発信に向けて、区が効果的にPRするための経費

経済局 ○

文化観光局

都市整備局

道路局

交通局

都筑 5 駅周辺及びインターチェンジ周辺のまちづくり

１　【東山田駅】まちづくりの方向性を固めるとともに実現に向けた
手法検討
２　【川和町】組合施行の土地区画整理事業の推進を支援。「川和
町駅周辺地区まちづくり基本構想」を活用し、まちづくりに対する地
域の機運をとらえ、西地区を含む川和町駅周辺地区全体のまちづ
くりの方向性について地域とともに検討
３　【川向町】組合施行の土地区画整理事業の推進を支援

都市整備局 ○

道路局

交通局

都筑 7 都筑区寄り添い型生活支援事業の実施場所増設に
よる支援拡大と支援充実

　都筑区寄り添い型生活支援事業の実施場所の増設 こども青少年局 ―

都筑 8 江川せせらぎ緑道の「花の名所」としての持続的な取
組

１　再整備の実施
２　維持管理委託費
３　活動団体への支援強化

環境創造局 ○

　区局連携によるプロジェクトチーム（分科会）を立ち上げ、実現性
のある施策の検討と予算化迄含めた役割分担を明確にすることで
スピード感をもって取り組む

文化施設の整備及び文化施設の整備を契機とした
まちづくり

バス路線利便性向上及び利用促進に向けた検討

１　横浜市生活交通バス路線維持制度による補助金の交付の維
持[既存路線の維持]
２　生活交通バス路線の利用を促すためのＰＲキャンペーン等の検
討・実施に係る協力・連携[利用促進のためのＰＲ]
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○



（様式２－２）

担当者名 水谷、小野 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

◆局回答内容

担当者名 平田 TEL

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

　地域からの意見聴取を実施するとともに、地域防災拠点の新規指定に向けた取組状況を説明しています。

令和３年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

都筑区 総務課

948-2212

総務局

提案種別

予算関連

7年以上

項　　　　　　　目

1 早渕中学校の地域防災拠点新規指定

◇地域の課題、基礎データ等

　①平成24年度、本市の地震被害想定が見直され、市内最大約577千人の避難者が発生（元禄型関東地震）することが　想定
されています。その一方で、避難所となる地域防災拠点（以下「拠点」という。）は市内459か所であり、各拠点の避難者収
容定員（約1,000名×459か所＝約459,000名）を大きく上回っています。
　②各拠点の対象区域における人口は１拠点あたり平均約7,800人ですが（都筑区人口：約21万人、区内拠点：27か所）、
「勝田小学校地域防災拠点」の対象区域の人口は約13,500人であり、多くの方が避難することが想定され、避難者を収容し
きれない可能性が考えられます。
　③過去の震災をみても余震に対する恐怖などから、家屋に被害がない避難者も多数発生する可能性があります。
　④区内でも唯一、早渕中学校の位置する新栄早渕連合町内会区域内には拠点の指定がなく、平時からの地域住民のつなが
りが発災時の拠点運営を円滑にさせることからも、住民の協力が得られる地域においては、未指定の市立学校を積極的に拠
点に新規指定することで、他の区域や他区から流入する避難者の受入れ体制を充実させることが必要です。

　【参考】避難者数が地域防災拠点の収容人数を超えている区（10区）
　　　　　鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、磯子、金沢、港北、戸塚

◇地域ニーズ等の収集手段

　　　□１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　■３　地区担当制　　■４　地域懇談会等
　　　□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
　　　□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

　新栄早渕連合町内会から「早渕中学校を新たに地域防災拠点に指定してほしい」との要望や、「老朽化し耐震性等も心配
である勝田小学校ではなく、平成22年４月に開校した新しい早渕中学校を活用すべき」との意見があります。また、地域で
は、平成24年度から運営委員会を設置するための準備を進めています。

総務局 地域防災課

◇提案内容・概算額等

　防災備蓄庫の設置及び備蓄品の整備
　【概算額】１か所につき　　　　円
　（内訳）防災備蓄庫の整備費：　　　　円、資機材及び食料等の整備費：　　　　円

◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 総務局地域防災課

671-2011

対応の有無 対応しない

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

都筑区の場合、避難想定見直し後の避難者数（8,735人）では、現在の地域防災拠点で充足してい
ることから新設することは困難です。

◇対応する場合の課題

対応する場合
◇対応の内容



（様式２－２）

担当者名 百瀬、小針 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

◆局回答内容

担当者名 有賀、齊藤 TEL

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。
平成20年12月　防災用スピーカーシステム設計委託
平成21年３月　早淵川流域５基設置（大棚町公民館、勝田会館、中川中学校、
　　　　　　　東山田地域ケアプラザ、早渕三丁目こどもの遊び場）
平成21年９月　早淵川流域１基設置（早渕かなりあ公園）
平成22年１月　鶴見川流域３基設置（日東樹脂工業株式会社、新川向橋、川内自治会館）
平成30年３月　鶴見川流域１基設置（川向しものや公園）
令和元年５月　鶴見川流域１基設置（佐江戸公園）
令和２年６月　鶴見川流域１基設置（川和車両基地）

令和３年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

都筑区 総務課

948-2212

総務局

提案種別

予算関連

4年

項　　　　　　　目

2 河川流域に設置された防災用スピーカーの増設及び機能強化等

◇地域の課題、基礎データ等
【現状】
○近年全国的に大雨による甚大な被害が頻発している中、大雨の際には河川の近隣（特に浸水想定区域内）の住民に対し、
水位の状況や避難情報などを迅速かつ的確に伝え、必要に応じ自ら避難行動をとっていただく必要があります。
○そのため、都筑区では住民に避難情報を伝達するための防災用スピーカーを設置しており、インターネットに不慣れな方
や情報機器をお持ちでない方など、災害時に情報を得ることが困難な方に対しても、サイレン音と音声により危機が差し
迫っていることを直接お知らせすることができます。（別添「防災用スピーカー　システム概要（イメージ）」参照。
【課題】
①　防災用スピーカーの不足
市内最大の浸水想定区域を有する鶴見川流域に防災用スピーカーが６基設置されているが、まだ音声到達予想範囲が浸水想
定区域をカバーできていない。
②　より効果的な伝達方法
大雨が降る中でより確実に住民の方に危険が差し迫っていることをお知らせするために、既設の防災用スピーカー機能（サ
イレン音と音声）に加え、視覚的にも情報を届けられるようにする必要があります。
◇地域ニーズ等の収集手段
　　　□１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
　　　□５　区民アンケート　　　■６　区民要望　　　　　　□７　関係団体からの要望
　　　□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

　鶴見川流域の防災用スピーカーを増設してほしい。また、既設の防災用スピーカーについても回転灯をつけるなどして、
音のみでなく視覚的にも情報を発信し、住民に情報がより届きやすいものにして欲しい（都筑区「鶴見川水系水害に関する
連絡会」等より）。

総務局 緊急対策課

◇提案内容・概算額等

①防災用スピーカーの増設等
　　鶴見川流域の浸水想定区域への広報を強化するため、防災用スピーカーを３基増設します。
　【防災用スピーカー（３基）増設委託費：　　　　円】
②防災用スピーカーの機能強化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に水位計を設置し、河川の水位と連動した回転灯を各防災用スピーカーに設置す
るとともに、危険水位に達した旨の情報を自動的に音声で伝えるためのシステムを構築します。
（別添「防災用スピーカー設置候補場所」、「水位計・回転灯システム概要（イメージ）」参照）
　【水位計（２基）及び水位と連動した回転灯（既設12基＋増設３基）の設置委託費：　　　　円】
計　　　　円

◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 総務局緊急対策課

045-671-3458

対応の有無 対応しない

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方
　河川流域に設置する防災用屋外スピーカーは、過去の浸水被害の発生状況等から候補地を選定
し、緊急性の高い地域（瀬谷区境川流域）に整備しています。
　中期４か年計画で進めている防災スピーカーの設置終了後の新たな整備箇所については、その効
果検証を行ったうえで、検討していきます。
◇対応する場合の課題

対応する場合
◇対応の内容



都筑区役所 ※防災用スピーカー（区内：計12基）
早淵川流域：６基
鶴見川流域：６基

河川の水位情報などから避難勧告等の避
難情報の発令を判断

① ②

・総務課執務室内からインターネット回線で遠隔操作が可能
・サイレン吹鳴および音声放送により避難情報を伝達する。
※現地において、直接操作を行うことも可能

防災用スピーカー システム概要（イメージ）

※防災用スピーカー設置場所
早淵川流域（１．中川中学校、２．東山田地域ケアプラザ、

３．早渕３丁目こどもの遊び場、４．勝田会館、
５．大棚町公民館、６．早渕かなりあ公園）

鶴見川流域（１．新川向橋土木事務所資材置き場、２．日東樹脂工業屋上、３．川内自治会館、４．川向しものや公園、
５．佐江戸公園、６．川和車両基地)



水位計

都筑区役所

防災用スピーカー（区内15基）
早淵川流域６基
鶴見川流域９基（増設３基含む）

・避難判断水位
・氾濫危険水位

降雨

①

②

③

④

④

・避難判断水位
・氾濫危険水位

水位計・回転灯 システム概要（イメージ）

① 降雨によって、河川の水位が上昇
② 鍛冶橋（早淵川）及び落合橋（鶴見川）に水位計を設置し、観測した水位情報をインターネット回線で都筑区役所へデータ送信
③ 都筑区役所から各スピーカーへデータを送信
④ 早淵川、鶴見川流域のスピーカーに設置した回転灯が自動点灯（避難判断水位：黄色、氾濫危険水位：赤色）

※早淵川流域の回転灯は、鍛冶橋の水位データによって自動点灯、鶴見川流域の回転灯は、落合橋の水位データによって自動点灯
※都筑区総務課執務室内においても、同様に回転灯を設置し、状況を確認できる。

⑤ 危険水位に達した旨の情報をスピーカーから自動的に音声にて伝達

（自動音声）

○○橋の水位が
氾濫危険水位に
達しました。川に
は近づかないで

ください。

⑤

※都筑区の場合



（様式２－２）

担当者名 新井、勝又 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

◆局回答内容

担当者名 春日井・石上 TEL

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

　毎年２月にパシフィコ横浜で行われる「テクニカルショウヨコハマ」の「横浜ものづくりゾーン」内に区ブースを出展し
ています。また、各区で中小製造業を支援する事業を展開しています。
　※　都筑区運営方針：施策３「活力とにぎわい、魅力あふれるまち」

令和３年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

都筑区 区政推進課

948-2226

経済局 １区（港北区）

提案種別

予算関連

5年

項　　　　　　　目

3 中小企業の展示会出展支援による販路開拓の活性化

◇地域の課題、基礎データ等

１　区内の製造業は地域特性を生かした活気あふれるまちづくりに欠かせない存在であり、地域の経済や雇用に重要な役割
を果たしています。
２　区内製造事業所の多くが中小企業であり、販路開拓のために企業が単独で展示会へ出展する場合、出展にかかる費用等
の負担並びにＰＲ手段及び人材の不足などの課題があります。
３　都筑区及び港北区では、区内製造業を発信するとともに、区内製造事業所の展示会出展を支援するため、横浜市経済局
事業であるテクニカルショウヨコハマの「横浜ものづくりゾーン」内に、区ブース（都筑区「メイドインつづき」及び港北
区「港北オープンファクトリー」）を出展しています。
４　区ブースの出展により、出展企業の認知度向上、大企業を含む新規顧客の獲得など販路開拓、出展企業同士の交流や取
引の開始につながっており、毎年多くの企業から出展希望がある状況です。今後も出展社数の増加が見込まれるため、区
ブース出展のための十分なスペースの確保、展示しやすい環境整備及び各区独自の効果的なＰＲが必要です。
５　企業から新型コロナウイルス感染症による影響を受けているという声が届いており、これまで以上に、区ブースの集客
力を高めるためのＰＲ強化、また、複数企業による共同展示スペース出展への支援を行い、販路拡大、企業間の連携や新製
品の開発を促進していく必要があります。

◇地域ニーズ等の収集手段

　　　■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
　　　□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　□７　関係団体からの要望
　　　□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

【区内出展企業へのヒアリング、意見交換会により把握】
・展示スペースが限られているため、展示できるものが限られる。実機の展示やデモンストレーションができれば、より来
場者にＰＲできる。テクニカルショウヨコハマ2020と同様に、区ブース内に各社ブース及び特別展示スペース（複数社によ
る共同展示等を行うスペース）を一体的に出展できるよう、引き続きスペースを確保してもらいたい。
・「横浜ものづくりゾーン」をより一体感のあるものとし、魅力を高め、ＰＲを強化して集客力を高めてもらいたい。

経済局 ものづくり支援課

◇提案内容・概算額等

　各社の単独展示に加え、複数社連携した展示や実機展示（デモンストレーション）ができるよう、テクニカルショウヨコ
ハマの「横浜ものづくりゾーン」及び区ブース出展スペースの維持・拡充をする。
・【都筑区】ものづくりの魅力発信に向けて、区が効果的にPRするための経費　　　　　円

◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 経済局ものづくり支援課

671-2567

対応の有無 対応する

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応する場合 テクニカルショウヨコハマ「横浜ものづくりゾーン」において、ものづくりの魅力を効果的にＰＲ
出来るよう、厳しい財政状況等を踏まえ、提案区と協議のうえ予算計上。

◇対応の内容



（様式２－２）

担当者名 新井、中原、原、松林 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

　平成20年12月に、暫定施設をリース方式により整備しました（平成30年３月末に閉鎖）。
　平成22年5月に、都筑区タウンセンター周辺地区バリアフリー基本構想を策定しました。
　平成27年度に、区民意識調査において区民の文化活動について調査し、「都筑区文化動向調査」において区内の文化団体
の活動状況、ソフト・ハード面のニーズ等について調査しました。
　平成28年度には、サウンディング調査による民間事業者との対話を行いました。
　平成29年度には、「横浜市都筑区における区民文化センター基本構想検討委員会」を開催し、12月に答申を受理しまし
た。以降、区民文化センター等整備予定地活用事業者の公募に向けて、文化観光局、区役所及び庁内の関係部署が連携し、
答申内容を反映・盛り込んだ募集要項の検討・作成を進めました。
　平成30年６月から、文化観光局において、事業者公募を開始し、11月に事業予定者としてボッシュ株式会社を選定し、平
成31年２月に基本協定を締結しました。

令和３年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

都筑区 区政推進課

948-2227

文化観光局・都市整備局・道路局・交通局

提案種別

予算関連

7年以上

項　　　　　　　目

4 文化施設の整備及び文化施設の整備を契機としたまちづくり

◇地域の課題、基礎データ等

  都筑区では、音楽、舞踊、演劇などさまざまな分野において、幅広い世代の区民による文化活動が活発です。平成７年以
降に住み始めた人が区民全体の約６割を占める都筑区において、こうした文化活動はコミュニティの形成や地域の活性化、
ふるさと意識の醸成に大きな役割を果たしています。
　現在、都筑区公会堂は区内で唯一の活動発表の場となっていますが、講堂（ホール）の稼働率が約86％（平成28年度）と
18区中で最も高く、発表の場の確保が極めて難しい状況にあります。
　また、公会堂は行事や式典のための集会施設としての機能が重視されており、文化活動を支える専門スタッフも配置され
ていません。市内の文化施設は、都心部に集中しており、都筑区周辺には少ない状況にあります。
  事業予定地（中川中央一丁目）周辺では、区役所通り、歴博通り及び横浜生田線などで週末を中心に渋滞や路上駐車が頻
発しています。
　加えて、センター北駅とセンター南駅をつなぐ「みなきたウォーク」の一層の活性化、及びセンター北駅から「みなきた
ウォーク」を利用してのアクセス動線の改善、センター北駅周辺におけるバリアフリーの推進などが求められています。

◇地域ニーズ等の収集手段

　　　■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
　　　□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
　　　■８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

１　市長陳情「市民文化ホールの早急な建築」（平成17年11月）
２　区連合町内会からの市長要望「『横浜市北部市民文化ホール（仮称）』早期建設に関する要望
　　書」（平成18年2月）
３　商業振興会からの区長あて質問書「（仮称）文化ホール用地について」（平成18年11月）
４　文化活動団体代表者や商業振興会、町内会長等で構成されている「文化施設を考える会」から
　　区長あて要望書（平成21年11月）
５　中川中央町内会からの区長への意見・要望「区民文化センター（都筑区中川中央）と一体的に
　　開発される予定の複合施設に関する意見・要望

◇提案内容・概算額等

■「地域に根差した個性ある文化の創造に寄与する」ための、文化芸術活動の拠点となるよう「横浜
　市都筑区における区民文化センター基本構想　答申」の内容を踏まえた、基本設計・実施設計とす
　るための調整　　　　　円（設計コンサルタント委託費ほか）
■周辺のまちづくりへの配慮や、地域の活性化などを含めた事業者、関係機関及び関係局との各種調
　整等　　　　　円（設計コンサルタント委託費）
■分科会による課題検討及び実行（予算化含む）
　・区民文化センター整備関連プロジェクト　事務局
　　文化観光局、都筑区
　・建設分科会（基本構想を踏まえた調整、業者提案の具体化、広場の利活用等）
　　文化観光局、建築局、都筑区
　・道路分科会（渋滞対策、歩行者安全対策、歩行者アクセス動線改善、バリアフリー等）
　　道路局、文化観光局、都市整備局、都筑区
　・まちづくり分科会（区文センター周辺賑わい、みなきたウォークの活性化、高架下利活用、
　　　　　　　　　　　地区計画・まちづくり協定との整合性検討等）
　　都市整備局、文化観光局、道路局、交通局、都筑区
　・機運醸成分科会（イベント、広報等）
　　文化観光局、都筑区

◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 文化観光局文化振興課、都市整備局地域まちづくり課、道路局施設課、交通局資産活用課



◆局回答内容

担当者名 河野、南雲 TEL

◆局回答内容

担当者名 入江・池宮 TEL

◆局回答内容

担当者名 松田　 TEL

◆局回答内容

担当者名 田中、王 TEL

対応する場合

◇対応の内容
「みなきたウォーク」の一層の活性化のため、センター北駅から「みなきたウォーク」を利用して
のアクセス動線の改善について、「センター南北高架下等有効活用基本構想」に基づき、都筑区役
所、文化観光局、都市整備局等と連携・調整を図りながら進めています。

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

交通局 資産活用課

対応の有無 対応する

対応する場合
◇対応の内容

センター北駅から区民文化センター間の経路のバリアフリー化について、分科会にて検討を進めま
す。

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応の有無 対応する

対応する場合

対応しない場合

都市整備局 地域まちづくり課

671-2667

道路局 施設課

671-2731

対応の有無

文化観光局 文化振興課

617-3714

対応の有無 対応する

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応する場合 令和５年度の区民文化センター開館に向け、設計コンサルタント委託費ほか施設の設計調整に必要
な予算を計上します。

◇対応の内容

対応する

◇対応の内容

地域の街づくり協定等を踏まえ、新たに整備される区民文化センターやみなきたウォーク周辺のま
ちづくりの誘導等について、区及び関連局課と協力して進めます。

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

671-3208



（様式２－２）

担当者名 中原、松林 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

◆局回答内容

担当者名 内山、楢崎 TEL

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

１．都市計画マスタープラン都筑区プラン：バランスの取れた土地利用の実現と都市機能の充実。まちづくり重点検討地区
として、東山田駅周辺地区、川和町駅周辺地区を位置づけた。
２．川和町駅周辺Ｂ地区土地区画整理組合設立準備会の支援を実施（後に、川和町駅周辺西地区土地区画整理組合として設
立）
３．平成25年度に、東山田駅周辺地区のまちづくりを進める基礎資料とするため、東山田駅周辺の地権者へアンケートを実
施（都市整備局市街地整備推進課が実施）
４．市街化区域編入、土地区画整理組合設立に係る都市計画法及び土地区画整理法に基づく手続き地区計画の策定支援を実
施（川和町、川向町）

令和３年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

都筑区 区政推進課

948-2227

都市整備局

提案種別

予算関連

7年以上

項　　　　　　　目

5 駅周辺及びインターチェンジ周辺のまちづくり

◇地域の課題、基礎データ等

　平成20年3月にグリーンラインが開通したが、川和町駅、東山田駅では、駅周辺に必要な道路などの基盤整備、商業施設
などの集積がなされていない。駅開設に伴い人の流れが変わり、駅利用者から道路、利便施設、防犯など、駅周辺のまちづ
くりへの要望が多数寄せられている。なお、東山田駅周辺は依然として市街化調整区域のままだが、平成30年３月の第７回
線引き見直しにより、駅の東側では第三京浜道路付近までが、駅の西側では主要地方道丸子中山茅ヶ崎付近までが市街化区
域へ編入された。
　川和町駅周辺のまちづくりについては、平成30年３月に川和町駅周辺西地区土地区画整理組合が設立された。また、西地
区を含む川和町駅周辺地区全体のまちづくりの方向性について、「川和町駅周辺地区まちづくり基本構想」が策定された。
　川向町周辺では、平成29年３月には横浜環状北線、令和２年３月には横浜環状北西線が開通した。インターチェンジ周辺
のもつポテンシャルをいかした土地利用を進めるため、平成30年３月に川向町南耕地地区土地区画整理組合が設立された。

◇地域ニーズ等の収集手段

　　　■１　日常の窓口対応等　　■２　市民からの提案等　　■３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
　　　□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
　　　□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

【東山田駅】
１．駅周辺のまちづくりに対して積極的に支援していただきたい。まちづくりを進めてもらいたい。（平成20年5月、平成
21年5月）
２．グリーンラインの駅があるので行政主導で美しく安全で便利なまちづくりを具体的に検討していただきたい。（東山田
駅利用者　平成23年度広聴データ）
３．平成23年度に連合町内会から、地域のまちづくりを市が主体となって進めるよう要望があった
４．東山田駅周辺の自治会町内会から駅周辺のまちづくりに対する要望（平成25年10月地域のつどい）
５．東山田駅周辺の再開発を一刻も早く進めてほしい。（平成29年度広聴データ）
６．東山田地区の公園や緑地の整備を進めてほしい。（平成30年度広聴データ）
【川和町駅】
１．駅周辺が夜暗く、安全上不安なので街灯の設置を要望。グリーンラインの他駅に比べ、道路整備・駅前開発等が遅れて
いる。住民がより安全で便利な生活を送れるよう、開発を進めて頂きたい。（川和町駅利用者　平成20年度広聴データ）
２．川和町駅周辺の町内会から駅周辺のまちづくりに対する要望（平成25年12月地域のつどい）
３．市街化区域編入の要望書が提出されている（準備組合　平成27年5月）
【川向町】
１.「川向町土地利用ゾーニング」についての要望書が提出されている（川向町まちづくりの会　平成25年8月）
２．市街化区域編入の要望書が提出されている（準備組合　平成27年3月）

都市整備局 市街地整備推進課

◇提案内容・概算額等

【東山田駅】まちづくりの方向性を固めるとともに実現に向けた手法検討を行う。
【川和町】組合施行の土地区画整理事業の推進を支援。「川和町駅周辺地区まちづくり基本構想」を活用し、まちづくりに
対する地域の機運をとらえ、西地区を含む川和町駅周辺地区全体のまちづくりの方向性について地域とともに検討。
【川向町】組合施行の土地区画整理事業の推進を支援。

◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 都市整備局市街地整備推進課

045-671-2678

対応の有無 対応する

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応する場合
【東山田】まちづくりの方向性を検討します。
【川和町】西地区の組合施行による土地区画整理事業を支援します。
　　　　　川和町駅全体におけるまちづくり検討及び事業手法を地域とともに検討します。
【川向町】組合施行による土地区画整理事業の推進を支援します。

◇対応の内容



（様式２－２）

担当者名 中原、松林 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号 項　　　　　　　目

6 バス路線利便性向上及び利用促進に向けた検討

◇地域の課題、基礎データ等

１．都筑区南部をはじめとする一部の地域では、駅まで15分圏外であるうえに、バス路線の廃止や減便に伴い、交通利便性
は決してよくない。区内の生活維持路線数は、29年度に１路線廃止して５路線だが、市内で最多の区となっている。
２．市営310系統(センター南駅～仲町台駅)が廃止され、一部地域の路線網は更に薄くなった。
３．グリーンライン開通により、バス利用者数は減少している。区内には市営バス及び東急バスが運行しているが、グリー
ンライン開通前後に大幅な見直し（廃止）が行われた。平成22年６月まで利用者実態調査を実施したが、客数の増加がみら
れなかったため、バス便数が減便されている（平成22年11月）。20年前のブルーライン開通および６年前のグリーンライン
開通により区内各地からの最寄駅が変わってきているが、バス路線ルートが従前のまま運行距離が長くなっている路線があ
る。
４. 都筑スポーツセンター利用者にとっての唯一の公共交通機関である市営バス路線318系統を維持する必要がある。

◇地域ニーズ等の収集手段

　　　■１　日常の窓口対応等　　■２　市民からの提案等　　■３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
　　　□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
　　　□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

１． 行政と地域の会合において、バス路線の利便性確保の要望が出されている。（都田連合、池辺連合地域のつどい　主要
事業説明会など　～H30年）
２． 「区南部方面は、港北ニュータウンに比べてバス路線が不十分。」「グリーンライン開通によりバス便が激減して困っ
ている。」「朝晩の本数を増やせばとても利用しやすくなる。」「横浜駅直通のバスを復活させて欲しい。」「バス路線を
石橋バス停止まりから緑・神奈川区方面に延長して利用しやすくして欲しい。」「ららぽーとのバス停が変更になり、年寄
りには不便になった。」「東山田駅周辺にバスがなくて不便。」「310系統がより効率的になるよう路線再編してほしい」
（H20～30年度 市民からの提案、区民アンケート）
３． 南部地区の地区懇談会でバス便の利便性の向上が課題となった。（地域福祉保健計画各地域懇談会　H21年３月、６
月）
４． 障害者の足となりうるバス路線の利便・維持を考慮してほしい（H23年度　広聴）
５． 平成25年度開催の地域のつどいで、バスの不便さ、高齢者の移動手段としての重要性について意見が多数よせられた
（バス路線の廃止、運航便数の減便が相次いでおり日常の利用に支障をきたしている。これから高齢化を迎えるにあたり、
バスへの依存が高まる。時間運行便数の減少により更なる利用者減の悪循環に陥る。等）
６.　平成27年度区民意識調査によると、中部地区と南部地区では、生活環境の不満足の割合が高い項目として、バスの利便
性がランクインしていた。
７． 買い物や役所に行くときにはバスに乗るが、１時間に１本しかなく、移動が大変（H28年度　池辺地域懇談会）
８． 買い物、通院ニーズは生活維持に関わるものであり、１便／時だけでもバスを維持してもらえると助かる（連合会長と
の意見交換　H28年10月）
９． 計画されている都田地区センターや都田地域ケアプラザへのアクセス向上のため、バスを増便してほしい。（H30年度
広聴）

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

１．温暖化対策やバス路線の維持の観点から、マイカーではなく公共交通機関の利用を区民に呼び掛けている。バス路線情
報（減便等）について区連会での情報提供を実施している。また、生活維持路線の採算状況と利用促進のお願いを記載した
チラシを地域へ配布、バス車内で掲示している。
２．定時運行によるバス利便性の維持のため、道路局とともに道路改良を進めている。
※都市計画マスタープラン・都筑区プランでの位置づけ：バス利便性の向上
３．南部地区で路線再編を実施した318系統の利用促進のため、チラシやポスターを通じたPRの取組を進めている。

令和３年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

都筑区 区政推進課

948-2227

道路局・交通局

提案種別

予算関連

7年以上

◇提案内容・概算額等

・横浜市生活交通バス路線維持制度による補助金の交付の維持[既存路線の維持]
（93,556千円）（R元年度実績）
・生活交通バス路線の利用を促すためのＰＲキャンペーン等の検討・実施に係る協力・連携[利用促進のためのＰＲ]

◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 道路局企画課・交通局路線計画課



◆局回答内容

担当者名 阪本、小川 TEL

◆局回答内容

担当者名 上田・國近 TEL

道路局 企画課

671-3194

対応の有無 対応する

671-3800

対応の有無 対応する

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応する場合
利用促進策の実施について、区や交通局とともに連携していきます。

◇対応の内容

交通局 路線計画課

対応する場合
◇対応の内容

生活交通バス路線について、区役所や道路局などとも連携して、利用促進のためのPRをしてまいり
ます。

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題



（様式２－２）

担当者名 磯村 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

◆局回答内容

担当者名 冨田 TEL 671-2324

対応の有無 対応しない

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

　都筑区においては、区南部にも潜在的なニーズがあり、南部地域の子どもが北部地域に通うこと
は距離の面から困難であるため増設を要望されていますが、施設から遠距離に居住する子どもが通
う方法については、今後検討する予定であることから、来年度の予算化は見送ります。

◇対応する場合の課題

この課題については他の方策による解決方法を検討する予定。

対応する場合
◇対応の内容

◇地域ニーズ等の収集手段
　　　□１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
　　　□５　区民アンケート　　　■６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
　　　□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

　区南部の養育環境に課題がある家庭の子どもたちを対象とした支援を実施してほしい。

こども青少年局 青少年育成課

◇提案内容・概算額等

都筑区寄り添い型生活支援事業の実施場所の増設
　　　　　円（人件費：　　　　円、施設管理費：　　　　円、事業費：　　　　円）

◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 こども青少年局青少年育成課

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

・平成27年度より区南部地域で「居場所づくり事業」を実施していましたが、支援内容の充実と運営の効率化のため、平成
30年６月より、「都筑区寄り添い型生活支援事業」の現受託法人に運営を委託しました。
・区運営方針にも「様々な課題を抱えた子どもたちの居場所づくり」として位置付けられています。

令和３年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

都筑区 こども家庭支援課

948-2471

こども青少年局

提案種別

予算関連

3年

項　　　　　　　目

7 都筑区寄り添い型生活支援事業の実施場所増設による支援拡大と支援充実

◇地域の課題、基礎データ等

【都筑区の状況・課題】
・都筑区は、平成30年度より「寄り添い型生活支援事業」を実施しています。しかし、実施場所が区の北部地域のため、小
学生が区の南部地域から行くには、バスと地下鉄を乗り継がねばならず、定期的に通うのは困難な状況です。
・区南部地域では、個性ある区づくり推進費で「地域が支える子ども達の居場所づくり事業」（以下「居場所づくり事業」
といいます。）を実施していますが、実施回数や実施場所において、支援の充実が求められています。

【今後の展望】
・都筑区は、妊娠期から疾患、障害、経済困窮などの課題を抱えている母親が一定数存在し、全市的にみてもひきこもりや
家庭の育児環境についての相談が多く寄せられており（令和元年度子ども・家庭支援相談実績：５位）、特に小学生に係る
相談が多く、子どもだけでなく、保護者を含めた支援が必要とされています。

・「寄り添い型生活支援事業」を区南部地域で実施することにより、児童の自立支援はもとより、保護者への支援を含めた
家庭環境の向上を図ることができます。
・以上のことから、都筑区では「寄り添い型生活支援事業」を非常に重要な事業と位置づけており、区南部地域に「寄り添
い型生活支援事業」の実施場所を増設することにより、支援の拡大と支援の充実を図ります。



（様式２－２）

担当者名 尾﨑 TEL

所管
局名

共通区

継続年数

番号

◆局回答内容

担当者名

木村（管路保全
課)
川村(みどり
アップ推進課)

TEL

671-2831
(管路保全課)
671-2629
(みどりアッ
プ推進課)

対応の有無 対応する

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応する場合
再整備に伴う修繕工事費、植栽管理費等（ 円）を局が負担します。

◇対応の内容

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等 □２　市民からの提案等 ■３　地区担当制 □４　地域懇談会等
□５　区民アンケート □６　区民要望 ■７　関係団体からの要望
□８　その他（ ）

◇区民からの具体的な要望

・川向線と交差するボックスカルバートについて通行可能として欲しい。
・根上による園路の凹凸で安心して散策できない。ぬかるみがある。
・サクラに枯れ枝が目立つようになってきており、心配している。
・四季を通じて楽しめるような花壇整備を進めたい（水辺愛護会）。　など

環境創造局 管路保全課・みどりアップ推進課

◇提案内容・概算額等

・再整備の実施（通路整備、ボックスカルバート改修設計等） 円
・維持管理委託費（植栽管理、樹木診断等） 円
・活動団体への支援強化（球根、花苗、消耗品等の購入費） 円

◇参考：区執行体制上の課題

現行の体制で対応

◇所管局

所管局課 環境創造局管路保全課・みどりアップ推進課

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

・平成30年度より再整備に取り組んでいるほか、令和元年度より桜の樹木診断（初期診断）を実施した。
・都筑区運営方針「花と緑にあふれ、豊かな環境を育むまち」の一環として、水辺愛護会への支援やチューリップ植え付け
を協働で行っている。
・ボックスカルバートの通行に関しては、条件整理を進めている。

令和３年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

都筑区 土木事務所

942-0606

環境創造局

提案種別

予算関連

3年

項　 　目

8 江川せせらぎ緑道の「花の名所」としての持続的な取組

◇地域の課題、基礎データ等

　江川せせらぎ緑道は、都筑水再生センターから川向ポンプ場に至る全長4.6kmの下水道施設ですが、暗渠区間を除く3.3ｋ
ｍは散策可能な遊歩道が整備されています。歩道沿いに植えられたサクラや地域の方が植えるチューリップが咲きそろう春
には区外からも多くのお客様が訪れ、近年は「サクラの名所」として旅行雑誌に取り上げられるなど注目が高まっていま
す。良好な景観形成と雨水貯留機能を両立する江川せせらぎ緑道は、近年注目されるグリーンインフラとしても注目すべき
ものです。
　一方で、整備から25年近くが経過し、園路などの施設に老朽化が目立っています。また、整備前から植栽されているサク
ラの保全や樹勢回復も課題となっています。地域と行政が一体となり花や緑、水をいかした魅力ある空間づくりに取り組ん
できた江川せせらぎ緑道は、横浜市中期４か年計画2018～2021における「花と緑にあふれる環境先進都市」「ガーデンシ
ティ横浜」を推進するうえでも重視すべき先進事例であり、「花の名所」としての持続的な取り組みが求められています。

　【参考】R２年江川せせらぎ緑道のメディアでの掲載状況
書籍：じゃらん4月号（リクルート）

日帰り 大人の小さな旅 桜美景(昭文社ムック）
ぐるっと 2020年春号（交通局）
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